
2 －はびきの　令和5年（2023年）8月－

市長に就任し、走り続けて3年！　まだまだ走り続けます！

未 生創来

＜いつまでも地域で暮らせるまちをめざします！＞
○中圏域において地域包括支援センターを開設
○中・西圏域において認知症初期集中支援チーム員を配置（令和5年11月開始予定）
○認知症カフェ（オレンジカフェ）の開設や運営の支援
○健康器具のある都市公園マップの作成

＜市民の健やかな暮らしを支援します！＞
○国保とく得健康応援キャンペーンの実施（ギフト券の配布等）
○高年生きがいサロンでまちの保健室を実施
○人工呼吸器用発電機購入にかかる費用の一部助成
○乳房補正具購入にかかる費用の一部助成
○医療機関・介護サービス事業者情報検索システムの充実　　　　　　など

01
安全 ･安心な
      まちづくり
市民の安全・安
心を確保する取
り組みを進めて
います！

柱
＜地域の防災・減災を推進します！＞
○自主防災組織活動補助金制度の創設
○体験型防災イベントの実施（令和5年11月頃予定）
○防災倉庫の整備、災害用備蓄物資の計画的な確保
○民間事業者等との連携・協力の拡充（災害協定締結：83件（令和5年7月現在））
○消防力の維持・強化をめざす（仮称）大阪南消防組合の発足に向けた協議の推進

＜市民の安全・安心を守ります！＞
○市内コンビニエンスストア・交番へのAED設置（30カ所設置（令和5年7月現在））
○新庁舎整備に向けた基本計画の策定
○横断者注意喚起灯の設置拡大（令和6年 1月頃着手）
○スズメバチ等の巣駆除費用の一部助成　
○高齢者を対象とした特殊詐欺被害防止のための自動通話録音装置貸与の拡充　など

02
健康・福祉の
充実と向上
市民一人ひとりの
ライフステージに
応じた主体的な
健康づくりを進め
ています！

柱

　市長に就任し、3年が経過しました。
　羽曳野の未来創生に向け、７つの柱に掲げた施
策・事業を推進し、多様なニーズに応え、スピード
感をもって皆様とともに一歩ずつ着実に進めている
ところです。
　未来に向け、安心して住みたい、住み続けたいと
思うまちをめざしてまいります。

この1年に取り組んだ「主な取り組み」や「財政状況」
について、広報8月号・9月号の2カ月にわたっ
てご紹介させていただきます。

羽曳野市長　山入端　創
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03
子育て支援･学
校教育の充実
羽曳野の未来を
担う子どもへの
投資をしっかり
と行っています！

＜子育てを応援します！＞
○ 0～2歳児の保育料を、第2子で半額化、第3子以降で無償化
○第3子以降の学校給食費を、小学校で全額相当分助成、中学校で半額助成（令和
　5年 10月受付開始）
○公立認可保育施設において、使用済み紙おむつの処分サービスを開始
○学校への欠席連絡や学校からの連絡配信を一元的に行える連絡ツールを導入

＜教育・保育環境を充実します！＞
○第3の公立認定こども園（令和8年度開園）整備にかかる基本設計・実施設計に着手（令
　和５年10月頃予定）
○学校給食センターの建替整備にかかる基本設計を実施
○小学校・義務教育学校の体育館へのエアコン整備に着手
○学校施設の改修工事の実施（河原城中学校バリアフリー等・丹比小学校体育館屋根（令和
　5年8月頃～）・誉田中学校プール（令和5年9月頃～）・羽曳が丘小学校プールサイド）
○はびきの英語ドリーム・フェスティバルの実施＆英検 IBA受験料を助成
○児童・生徒に1人1台整備されているタブレット端末でのはびきの電子図書館の利用開始
○支援の必要な児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援体制の充実
○全小学校で平日放課後の校庭開放を開始

＜こどもの健やかな育ちを支援します！＞
○新生児の聴覚スクリーニング検査費用を一部助成
○乳幼児健診の視力検査に屈折検査を導入
○乳幼児フォロー健診において小児発達の専門医による診察・相談を実施
○より良い親子関係の構築に向けたペアレントプログラムの実施
○保健センター授乳室をリニューアル                 　　　　など

柱

04
交通･インフラ
整備の促進
駅周辺やインフラ
の整備など、計画
的な都市基盤の
整備・充実に取り
組んでいます！

＜安全で快適な道路・交通環境を確保します！＞
○ 恵我ノ荘駅前南側広場に送迎車両の乗降スペースを整備（令和5年9月1日供用
開始予定）
○西浦交差点の改良に向けた詳細設計を実施
○高鷲小学校南側の道路拡幅および歩道の設置（令和5年7月下旬着手）
○大阪府と連携して進めている一般府道郡戸大堀線歩道整備の早期完成を促進
○ 都市計画道路八尾富田林線の関連道路のルートや交差点の設計を実施（令和5年
9月頃～）
○道路の再舗装など適切な維持管理

＜うるおいのある生活環境を確保します！＞
○水道施設の整備（壺井配水池更新工事、西浦受水場改良工事、壺井浄水場羽曳山
　配水場送水管更新工事）
○下水道施設の整備（羽曳が丘地区の下水道管路の実施設計・更新工事、碓井ポン
　プ場の電気設備更新・耐震化工事）

＜多様なニーズに対応した新たな空間整備に取り組みます！＞
○南阪奈道路高架下に（仮称）スケボーパークはびきのを整備（令和5年12月頃着手）
○安全で安心してボール遊びができる（仮称）島泉まちかど遊び広場を整備　　など

柱
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05
市民協働・
　　地域自治
地域の実情に即
した、協働によ
るまちづくりを
推進しています！

柱
＜地域のみなさんとまちづくりに取り組みます !＞
○公募形式のタウンミーティング、市内７地区における地域区長懇談会を開催
○公民連携の推進
・令和5年3月　大阪シティ信用金庫と包括連携協定を締結
・大阪府宅建協会南大阪支部・羽曳野市連合区長会と自治会・町会への加
　入促進に関する協定を締結
・四天王寺大学・四天王寺短期大学部の学生デザインによる記念撮影用オリ
　ジナルパネルボードの設置
・四天王寺大学・四天王寺短期大学部、大阪大谷大学の学生と共同でSDGs
　啓発動画の作成
〇「広報はびきの」表紙に市内中学校・義務教育学校の生徒デザインによる
　題字を採用
○新庁舎建設に関する市民ワークショップの開催　　　　など

06
魅力あるまち
　　　　づくり
豊かな地域資源
や特性を最大限
に活かした取り
組みを進めてい
ます！

柱

　市長に就任し、3年が経過しました。
　羽曳野の未来創生に向け、7つの柱に掲げた施
策・事業を推進し、多様なニーズに応え、スピード
感をもって皆様とともに一歩ずつ着実に進めている
ところです。
　未来に向け、安心して住みたい、住み続けたいと
思うまちをめざしてまいります。

　広報8月号に引き続き、この1年に取り組んだ
「主な取り組み」や「財政状況」についてご紹介
させていただきます。

羽曳野市長　山入端　創

＜まちの魅力のさらなる向上に取り組みます！＞
○ふるさと納税制度さらなる返礼品の充実（472品目）（令和元年度比約4.5倍！）
＼令和4年度の寄附額が1.2億円に（令和元年度比約7.3倍！）／
○一般財団法人大阪はびきの観光局が本格始動
○スポーツ・観光大使である、ダルビッシュ有氏を名誉市民に推挙・栄誉を永く顕彰
○公民連携によるシェアサイクル事業においてサイクルポートを増設
○中央図書館と陵南の森図書館に公衆無線LANを整備

＜豊かな歴史資産の保存・活用を推進します！＞
○市名の由来となったヤマトタケルを題材にした映画製作を支援
○峯ヶ塚古墳から出土した大型木製はにわの保存処理（クラウドファンディング活用予定）
○史跡古市古墳群応神天皇陵古墳外濠外堤等の公有化
○旧浅野家住宅に係る基本設計・実施設計を実施　　　　　　　　など
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07
行財政改革の

推進
徹底した行財政
改革を力強く推
進しています！

＜デジタル化によるさらなるサービス向上を進めます！＞
○デジタルによる利用者の利便性向上・業務の効率化の推進
・行政手続きのオンライン化の拡大（「ぴったりサービス」を利用した滞在地における不在
　者投票にかかる投票用紙の請求）
・オンライン相談の導入
・市民課窓口での住民票等の手数料の支払いに、キャッシュレス決済対応セミセルフレジス
　ターを設置
・国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険にかかる保険料等の納付について、キャ
　ッシュレス決済を拡充
○市ウェブサイトのリニューアル・市公式LINEのセグメント配信の実施に着手
○投票者数の多い投票所へ、選挙人名簿照合システムを拡充
〇GISを活用したインフラ情報等の公開・通報受付システムの構築に着手
＜公共施設の総量・管理コストの適正化に取り組みます！＞
○市民体育館の大規模改修、市民体育館屋外テニスコートおよび駒ヶ谷テニスコートの集約
　化に向けた基本構想・基本計画の策定
○人権文化センターの新築移転に向けた基本設計・実施設計を実施
○指定管理者制度の拡充（今後、緑と市民の協働ふれあいプラザ・中央スポーツ公園に導
　入見込み。）
○公共施設の利用状況等を踏まえた運営の見直し（支所の時間外受付業務終了）　　など

柱

エネルギー・
食料品等価格高騰対策 

市独自施策
コロナ禍におけるエネルギー・食料品価
格等の高騰の影響を受ける生活者や事業
者への支援に取り組んでいます！

＜令和4年度実施＞
○高齢者生活支援事業（65歳以上の市民に5,000円分のギフト券を配布）
○農業者支援事業（農業資材等の価格高騰の影響を受ける農業者を支援するため、
　支援金を支給）
＜令和5年度実施＞
○キャッシュレス決済ポイント還元事業（市内の対象店舗でのキャッシュレス決済利用
　者に対して20％（最大3,000円相当）のポイントを還元）（令和5年9月～）
○学校給食費保護者負担支援事業（令和５年度6月分以降の学校給食において使用
　する食材のうち、牛乳などの物価上昇分について支援を行い、市立学校に通う児童・
　生徒の保護者負担を増加させることなく、学校給食を安定的に提供）
○物価高騰対策一時支援金事業（民間保育施設・障害者施設・介護保険施設・医療
　機関等の運営にかかる光熱費等の価格高騰分を支援）※8月末で申請受付終了
○水道料金支援事業（上水道にかかる基本料金４か月分を支援、令和5年12月検
　針分より実施予定）

＜財政運営＞
財政状況については、借金にあたる「地方債」の残高を着実に減ら
しながら、自主財源の増収策を講じるとともに、総事業の見直しによ
る事業費の削減等により、貯金にあたる「基金」の残高は増えています。
引き続き、財政規律をしっかりと守りながら、メリハリをつけた財政運
営を行ってまいります。
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R4見込R3R2R1

地方債・基金推移

（百万円）

年度 R１ R２ R３ R４見込

地方債残高 37,272 36,442 35,548 34,110

財政調整基金 3,677 3,934 4,857 4,961

（単位 /百万円）


